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◇大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例 

１ 改正の理由 

 市民の知る権利を尊重し、市民に対して審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正

な会議の運営を図るとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による開かれた

市政の実現を一層推進することを目的として、新たに条例を制定するものです。 

２ 改正の内容 

 （１） 公開の対象とする会議 

市民、学識経験者等で構成された審議会等の会議で、法令又は条例の定めるところによ

り市長、教育委員会などの執行機関に設置された、審議、審査、調査又は調停を行う附属

機関の会議を原則として公開します。 

 （２） 会議の公開の流れ 

ア 会議の開催の事前公表 

公開される会議の開催日時、開催場所等について、市のホームページにおいてお知らせし

ます。 

イ 会議の開催・傍聴 

    何人も審議会等の会議を傍聴できます。また、会議の公開に際しては、傍聴人に会議資料

を提供します。 

 （３） 会議録の作成と会議結果の公表 

公開された会議の会議録を閲覧に供するとともに、会議の公開制度の運用状況を年１回

公表します。 

３ 施行期日 

 平成２３年４月１日 
 

◇大和高田市政治倫理条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  政治倫理の適用範囲を公社、一部事務組合等にもその対象を拡大する等の措置を行うもので

す。 

２ 改正の内容 

 （１） 市政の担い手である市長等及び議員が自己以外の者の利益についてもその影響力を不正

に行使することを防止するものであることを明記します。 

 （２） この条例により設ける市長等及び議員の責務、政治倫理基準、遵守事項の対象を市、大

和高田市土地開発公社のみならず、「市が関係する団体」にも広く適用させます。 

    「市が関係する団体」は、条例施行規則で次に掲げる団体としました。 

    ① 大和高田市土地開発公社 

② 社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 

③ 社団法人大和高田市シルバー人材センター 

④ 葛城広域行政事務組合 

⑤ 奈良県葛城地区清掃事務組合 

⑥ 奈良広域水質検査センター組合 

⑦ 中和広域消防組合 

⑧ 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 

⑨ 奈良県後期高齢者医療広域連合 

⑩ 前各号に掲げるもののほか、本市を構成組織とする一部事務組合及び広域連合 

 （３） 市長等及び議員が契約だけでなく、指定管理者の指定に関する依頼についての働き掛け

も制限するものとします。 

 （４） 市長等及び議員が市の職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限又は地位による影響力

を不当に行使することと並列に、明らかに不当と認められる口利きによる働き掛けについ

ても、政治倫理基準違反となることを明記します。 

３ 施行期日 

公布された条例のあらまし 
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条例第条例第条例第条例第３６３６３６３６号号号号    

 大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例をここに公布する。 

  平成２２年１２月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公

正な会議の運営を図るとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による開

かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。 

 （対象とする会議） 

第２条 この条例の対象とする会議は、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知見等の反映

及び公正の確保を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

により市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関（以下「実施機関」という。）に

設置された審議、審査、調査又は調停を行う審議会、審査会等（以下「審議会等」という。）の会

議とする。 

 （会議の公開の原則） 

第３条 審議会等の会議は、これを公開する。 

 （不服申立て等に係る会議の非公開） 

第４条 前条の規定にかかわらず、不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とす

る。ただし、審議会等は、次に掲げる場合においては、口頭審理等（審議会等が不服申立人、苦情

の申立人又はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。以下この条にお

いて同じ。）を公開することができる。 

 （１） 不服申立て又は苦情に係る口頭審理等について当該申立人から公開の申立てがあるとき。 

 （２） あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあると

き。 

 （非公開とすることができる会議） 

第５条 第３条及び前条ただし書の規定にかかわらず、審議会等は、審議等の内容が次の各号に掲げ

る事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開とす

ることができる。この場合において、審議会等は、その理由を明らかにしなければならない。 

（１） 個人に関する事項（事業を営む個人の当該事業に関する事項を除く。）であって、特定の

個人を識別することができるもの（他の事項と照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公開することに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる事項を除く。 

ア 法令若しくは他の条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公開され、又

は公開することが予定されている事項 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる事

項 

ウ 公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員

（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法

人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する

  公布の日（平成２２年１２月９日） 

条条条条    例例例例    
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法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）

の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。以下同じ。）の職務の遂

行に関する事項のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る事項（当

該公務員等の氏名を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがあ

る場合を除く。） 

（２） 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以

下この号において「法人等」という。）に関する事項又は事業を営む個人の当該事業に関する事

項であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上

の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる事項を除く。 

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため

に、公開することが必要であると認められる事項 

イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活

を保護するために、公開することが必要であると認められる事項 

ウ ア又はイに掲げる事項に準ずる事項であって、公開することが公益上必要であると認められ

るもの 

 （３） 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国、独立行政法人等、地方公共団体及

び地方独立行政法人（以下「国等」という。）の機関との間における審議、検討又は協議に関する

事項であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 （４） 実施機関又は国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交

渉、渉外、人事管理等の事務事業に関する事項であって、公開することにより、当該若しくは同

種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの 

 （５） 法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている事項 

 （６） 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の

公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある事項 

 （会議の開催の事前公表） 

第６条 実施機関は、その定めるところにより、審議会等の会議の日時、場所等をあらかじめ公表し

なければならない。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、この限りでない。 

 （会議の傍聴） 

第７条 何人も、第４条又は第５条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き、実施

機関の定めるところにより、審議会等の会議を傍聴することができる。 

２ 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従

わなければならない。 

 （会議資料の提供） 

第８条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより、傍聴人に会議資料（大

和高田市情報公開条例（平成１０年条例第２５号）第６条各号のいずれかに該当する情報が記録さ

れている部分を除く。）を提供しなければならない。 

（会議録の作成） 

第９条 実施機関は、審議会等の会議の終了後速やかに当該会議に係る会議録を作成しなければなら

ない。 

 （会議録の写しの閲覧） 

第１０条 実施機関は、その定めるところにより、公開された審議会等の会議に係る会議録の写しを

閲覧に供しなければならない。 
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 （運用状況の公表） 

第１１条 市長は、毎年１回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものと

する。 

 （特別の定めがある場合の取扱い） 

第１２条 審議会等の会議の公開について法令等に特別の定めがあるときは、その定めるところによ

るものとする。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行し、同日以後に第６条の規定に基づき公表される審議

会等の会議から適用する。 

 （大和高田市選奨条例の一部改正） 

２ 大和高田市選奨条例（昭和３３年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条に次の１項を加える。 

 ４ 委員会の会議は、非公開とする。 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

３ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年条例第４号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ 認定委員会の会議は、非公開とする。 

  第１９条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ 審査会の会議は、非公開とする。 

 （大和高田市介護保険条例の一部改正） 

４ 大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の見出し中「設置及び委員定数」を「委員の定数」に改め、同条第１項中「第１４条の規

定により」を「第１５条第１項の規定による」に、「を置く」を「の委員の定数は、４０人以内と

する」に改め、同条第２項を削る。 

  第２条の次に次の１条を加える。 

  （認定審査会の会議） 

 第２条の２ 認定審査会の会議は、非公開とする。 

 

条例第条例第条例第条例第３７３７３７３７号号号号    

 大和高田市政治倫理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２２年１２月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市政治倫理条例の一部を改正する条例 

 大和高田市政治倫理条例（平成１４年条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「担い手なる」を「担い手である」に、「自己の利益」を「自己又は特定の者の利益」に、

「応え、公正で」を「応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で」

に改める。 

 第２条第２項第１号中「大和高田市、大和高田市上下水道部（水道事業）及び大和高田市土地開発

公社（以下「市」という。）」を「市及び市が関係する団体（以下「市等」という。）」に、「賃貸借契

約等」を「賃貸借契約その他の契約」に改め、「選定」の次に「並びに地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」と
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いう。）の指定」を加え、同項第２号中「市」を「市等」に改め、同項第４号中「もたれる」を「持

たれる」に改める。 

 第３条第１項中「すすんで」を「進んで」に改め、「、常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を

損なうことがあってはならない。また」を削り、同項第１号中「もたれる」を「持たれる」に改め、

同項第３号中「市」を「市等」に改め、「契約」の次に「及び指定管理者の指定（以下「契約等」とい

う。）」を加え、同項第４号及び第５号中「市」を「市等」に改め、同項第６号中「市」を「市等」に、

「行使するよう働きかけないこと」を「行使し、又は明らかに不当と認められる口利きによる働きか

けをしないこと」に改め、同条第２項中「もたれた」を「持たれた」に改める。 

 第４条の見出し中「市が行う契約」を「市等が行う契約等」に改め、同条第１項中「企業は」を「企

業（以下「関係企業」という。）は」に、「市が行う契約」を「市等が行う契約等」に改め、後段を削

り、同条第２項中「辞退届」を「関係企業に関係する市長等及び議員」に改め、「市長等及び議員の」

を削り、「市長等に」を「、市長等に」に、「提出するものとする」を「辞退届を提出しなければなら

ない」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 市長は、第２項の辞退届及び前項の辞退届の写しを受理したときは、市が関係する団体にその旨

を文書で通知するものとする。 

 第５条第１項中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）」を「法」に改める。 

 第６条の見出し中「調査請求権」を「調査請求権等」に改め、同条第１項中「第２条第１項又は第

３条の規定」を「第３条第１項に規定する政治倫理基準」に改める。 

 第７条の見出し中「調査」を「調査等」に改める。 

 第８条の見出し中「措置」を「調査及び措置」に改め、同条第１項中「の規定」を「に規定する契

約等の辞退に関する遵守事項（以下「遵守事項」という。）」に改め、同条第２項中「第４条第１項

の規定」を「遵守事項」に、「関係企業と契約を締結してはならない」を「関係企業と現に契約を締結

し、又は指定管理者の指定をしているときは、当該契約又は指定を解除することができる」に改める。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とし、第１１条を第１０条とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する 

    

 

 

規則第規則第規則第規則第２０２０２０２０号号号号    

 大和高田市子ども手当事務処理規則を次のように定める。 

  平成２２年４月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市子ども手当事務処理規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律（平成２２年法律第１９

号。以下「法」という。）に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （認定請求書の処理） 

第２条 市長は、平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則（平成２２年厚生労

働省令第５１号。以下「省令」という。）第１条第１項の子ども手当認定請求書の提出を受けた場

合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書（様式第１号）に

より、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書（様式第２号）により、

請求者に通知するものとする。 

 （額改定認定請求書の処理） 

規規規規    則則則則    
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第３条 市長は、省令第２条第１項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容

を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書（様式第３号）により、手

当額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書（様式第４号）により、請

求者に通知するものとする。 

 （額改定届の処理及び職権に基づく改定） 

第４条 市長は、省令第３条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等に

より届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に

係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。 

２ 市長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確

認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該手当の支給を

受けている者（以下「受給者」という。）に通知するものとする。 

 （現況届の処理） 

第５条 市長は、省令第４条第１項の子ども手当現況届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項

等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を

取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書（様式第５号）により受給者に通知するものとする。 

（受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅） 

第６条 市長は、省令第７条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合は、子ども手当支給事

由消滅通知書により受給者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅

したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅

通知書により受給者に通知するものとする。 

３ 市長は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２４条の規定による転出届の届出があっ

た場合（その届出に係る書面に同法第２９条の２の規定による附記がなされた場合に限る。）は、

前項の規定の例により処理するものとする。 

 （未支払請求書の処理） 

第７条 市長は、省令第９条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、

未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書（様式第６

号）により、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書（様式第７号）

により、請求者に通知するものとする。 

 （寄附に係る事務処理） 

第８条 請求者又は受給者（以下「請求者等」という。）からの法第２３条の規定による寄附の申出

については、支払期月ごとの前月１０日までに行われるものとし、省令第１４条第１項の申出書（以

下「申出書」という。）が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされ

るものとする。 

２ 市長は、申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、以後の支払

期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当す

る額を、請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。 

３ 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書（様式第８号）

を請求者等に送付するものとする。 

４ 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領され

る前に行われるものとし、申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。 

 （支払） 

第９条 子ども手当の支払日は、法第７条第４項に規定する支払期月の１０日とする。ただし、その

日が日曜日、土曜日国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「日曜日等」という。）に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日と
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する。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第７条第４項ただし書の規定に基づき、同条に規定する支払期月で

ない月に支払う場合の子ども手当の支払日は、市長がその都度定める。 

３ 市長は、子ども手当の支払を行う場合は、子ども手当支払通知書（様式第９号）により受給者に

通知するものとする。 

４ 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、

口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者に

ついては、この限りでない。 

 （支払の一時差止め等）  

第１０条 市長は、法第９条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたと

き、若しくは法第１０条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ど

も手当支払差止通知書（様式第１０号）により受給者に通知するものとする。 

 （補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （法附則第３条に規定する経過措置に基づく認定の処理） 

２ 市長は、法附則第３条の規定により、法第６条第１項の規定による認定の請求があったものとみ

なされる場合は、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知

書により、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通

知するものとする。 

様式第１号（第２条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

子ども手当認定通知書 

    年  月  日付けで請求のありました子ども手当については、次のとおり認定しましたの

で通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

 

１．算定の基礎となる子どもの数 

 

２．手当月額 

 

         人  

 

 

 

 

  

             円 

 

３．支給開始年月               年  月から 

 

４．支給対象とならなかった子どもの氏名及びその理由 

（                                                       ） 
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備 考 
 

様式第２号（第２条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長          印   

子ども手当認定請求却下通知書 

    年  月  日付けで請求のありました子ども手当については、次の理由で請求を却下し

ましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

 

却下した理由 

（                                                          ） 

備 考 
 

様式第３号（第３条、第４条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長          印   

子ども手当額改定通知書 

子ども手当の額の改定については請求、届出により、次のとおり改定しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

 

１．改定後の算定の基礎となる子どもの数   

 

２．改定後の手当月額 

 

             人 
 

 

 

 

 

  

             円 

 

３．改定年月             年  月から 

 

４．改定（増額・減額）の理由 （                         ） 

備 考 
 

様式第４号（第３条関係） 
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第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

子ども手当額改定請求却下通知書 

年  月  日付けで請求のありました子ども手当の額の改定については、次の理由で却下

しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

 

却下した理由 

（                                                          ） 

備 考 
 

様式第５号（第５条、第６条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

子ども手当支給事由消滅通知書 

次のとおり子ども手当の支給事由が消滅しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

１．消滅した日                  年    月    日 

２．支給終了年月                年    月分まで 

３．消滅の理由 

様式第６号（第７条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

未支払子ども手当支給決定通知書 

  年  月  日付けで請求のありました未支払子ども手当の支給については、次のとおり

支給することに決定しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 
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支 

払 

の 

内 

容 

支 払 期 間 
年  月分から 

年  月分まで 

支 払 金 額               円 

支払年月日 年  月  日 

支 払 方 法 
 

様式第７号（第７条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

未支払子ども手当請求却下通知書 

  年  月  日付けで請求のありました未支払子ども手当の支給については、次の理由で

請求を却下しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

却下の理由 
 

様式第８号（第８条関係） 

第   号 

   年  月  日 

子ども手当に係る寄附受領証明書 

住 所                       

 

氏 名                       

 

寄附額   金                円也 

 

 平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律第７条第４項の規定に基づき、  年  月

日に支払われた子ども手当のうち、上記の額を、同法第２３条第１項の規定に基づく寄附額として受

領したことを証明します。 

    年  月  日 

大和高田市長            印 

※本受領証明書は確定申告の際、税金の控除に必要な書類となりますので、大切に保管してくだ

さい。 
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注１）所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の

確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本受領証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告

書を提出してください。 

注２）所得税の確定申告書を提出しない給与所得者の方、給与所得者で年末調整を受けた方又は

年金を受給されている方で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、本

受領証明書の証明年月日の翌年１月１日現在お住まいの市区町村へ本受領証明書を添付して

申告をしてください。 

様式第９号（第９条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

子ども手当支払通知書 

子ども手当の支給については次のとおり、あなたの普通預金口座に振り込みましたので通知しま

す。 

認 定 番 号  

金融機関名  

口 座 番 号  

支払該当月  

金 額              円  

様式第１０号（第１０条関係） 

第   号 

   年  月  日 

         様 

                      大和高田市長         印   

子ども手当支払差止通知書 

次のとおり子ども手当の支払を差し止めましたので通知します。 

 なお、この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６０日以内に奈良

県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）

は、上記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができま

す。 

 

規則第規則第規則第規則第３８３８３８３８号号号号    

 大和高田市政治倫理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年１２月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

支 

払 

差 

止 

の 

内 

容 

支払差止事由 
 

支 払 差 止 額                 円  

支払差止期間 
年   月分から 

年   月分まで 



平成２３年１月１１日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６４号 

 14

   大和高田市政治倫理条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市政治倫理条例施行規則（平成１５年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中「第１０条第１項」を「第９条第１項」に改め、同条を第８条とする。 

 第６条第１項中「第６条第１項の選挙権を有する者」を「第６条第１項に規定する「選挙権を有す

る者」」に改め、同条を第７条とする。 

 第５条を第６条とし、第４条を第５条とする。 

 第３条第１項中「第５条の」を「第５条に規定する」に改め、同条を第４条とする。 

 第２条中「第４条第１項の」を「第４条第２項に規定する」に改め、同条を第３条とする。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （市が関係する団体） 

第２条 条例第２条第２項第１号に規定する「市が関係する団体」とは、次に掲げる団体をいう。 

 （１） 大和高田市土地開発公社 

 （２） 社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 

 （３） 社団法人大和高田市シルバー人材センター 

 （４） 葛城広域行政事務組合 

 （５） 奈良県葛城地区清掃事務組合 

（６） 奈良広域水質検査センター組合 

（７） 中和広域消防組合 

（８） 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 

（９） 奈良県後期高齢者医療広域連合 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、本市を構成組織とする一部事務組合及び広域連合 

 様式第１号中「第２条関係」を「第３条関係」に、「第４条第１項」を「第４条第２項」に、「市

との請負契約、業務委託契約、一般物品納入及び資材の購入契約」を「市及び市が関係する団体と

の請負契約、委託契約、売買契約、賃貸借契約その他の契約並びに指定管理者の指定」に改める。 

 様式第２号中「違反する」を「違反している」に改める。 

 様式第３号から様式第５号までの規定中「第６条関係」を「第７条関係」に改める。 

 様式第６号中「第７条関係」を「第８条関係」に、「第１０条第１項」を「第９条１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３９３９３９３９号号号号    

 大和高田市成年後見制度利用支援事業実施規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市成年後見制度利用支援事業実施規則の一部を改正する規則 

 大和高田市成年後見制度利用支援事業実施規則（平成１３年規則第３７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「大和高田市が成年後見制度の利用に係る費用の一部を助成することにより、成年後見制

度を利用することが有効と認められる判断能力が不十分な高齢者等の介護保険サービス等の利用を促

進し、これらの者の生活の向上に寄与する」を「老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２の規定により、認知症高齢者、知的障害者及び

精神障害者（以下「要支援者」という。）に係る成年後見制度の利用に対する支援について必要な事

項を定め、もって要支援者の福祉の増進を図る」に改める。 

 第２条から第４条までを次のように改める。 
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 （支援の内容） 

第２条 支援の内容は、市長による民法（明治２９年法律第８９号）の規定に基づく後見開始、保佐

開始又は補助開始の審判の請求（以下「申立て」という。）及び申立てに要する費用の負担（以下

「申立費用の負担」という。）並びに成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」とい

う。）の報酬に対する助成（以下「報酬費用の助成」という。）とする。 

 （申立て） 

第３条 市長は、次の各号のいずれにも該当する要支援者であって、前条の申立費用の負担又は報酬

費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるもの（以下「対象者」と

いう。）について、申立てをすることができる。 

（１） 市内に居住する者 

（２） 配偶者若しくは２親等以内の親族（以下「配偶者等」という。）がいない者又は配偶者等

がいても日常的なかかわりを持たない等の理由により配偶者等からの申立てが期待できない者 

２ 前項の規定にかかわらず、３親等又は４親等の親族の所在が明らかな場合で、その者から申立て

をすることが期待できるときは、申立ては行わないものとする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、前項第１号に掲げるものとみなす。 

 （１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３条に規定する住所地特例対象施設に入所又

は入居している者であって、同項に規定する住所地特例対象施設への入所又は入居前に本市に居

住していたもの 

 （２） 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施設入所

障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に本市に居住していたもの 

（申立費用の負担） 

第４条 市長は、申立てを行う場合において、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の申立てに

必要な費用を負担するものとする。 

２ 市長は、対象者の資産の状況等を勘案し、申立てに要した費用の全部又は一部を対象者に負担さ

せることが相当と判断したときは、非訟事件手続法（明治３１年法律第１４号）第２８条の規定に

よる審判に基づき、申立てに要した費用について、成年後見人等を通じ、対象者の資産から当該費

用の返還を求めることができる。 

 第５条を第７条とし、第４条の次に次の２条を加える。 

 （報酬費用の助成） 

第５条 市長は、申立てにより成年後見人等が選任された場合であって、当該申立ての対象者が第２

条の報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認めるときは、成年後見人

等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬を助成することができる。ただ

し、当該報酬の額が月額３０，０００円を超えるときは、月額３０，０００円とする。 

 （費用の返還） 

第６条 市長は、詐欺その他不正の手段により申立費用の負担又は報酬費用の助成を受けた者がある

ときは、その者に対し、当該費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により費用の返還を求められた者は、直ちに当該費用を返還しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第１３７１３７１３７１３７号号号号    

 大和高田市入札参加資格停止措置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

告告告告    示示示示    



平成２３年１月１１日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６４号 

 16

  平成２２年１２月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市入札参加資格停止措置要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「大和高田市」を「市」に改め、「（以下「市発注業務」という。）」を削る。 

 第２条第２号ア中「建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する工事業」を「建

設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）」

に改め、同条第３号中「、大和高田市上下水道部及び大和高田市土地開発公社」を削り、同条第４号

及び第５号を削り、同条第６号を同条第４号とし、同条第７号中「入札参加資格者の」を「入札参加

資格者と雇用関係にある」に改め、同号を同条第５号とし、同条第８号中「別表第１、別表第２及び

別表第３（以下「別表」という。）」を「別表第１から別表第３までの各号（以下「別表各号」という。）」

に、「措置要件」を「措置要件（以下「措置要件」という。）」に、「当該別表」を「当該別表各号」に

改め、同号を同条第６号とし、同条第９号を同条第７号とし、同条に次の１号を加える。 

 （８） 公正入札調査委員会 大和高田市公正入札調査委員会設置要綱（平成２１年訓令第９号）

の規定により設置した大和高田市公正入札調査委員会をいう。 

 第３条第１項中「別表に掲げる」及び「（以下「措置要件」という。）」を削り、「ときは、」の次に「入

札参加資格者について」を加え、同条第４項中「期間は、通算して」を「期間（連続する入札参加資

格停止の期間がある場合にあっては、それらを合算した期間）は、」に、「別表第３号」を「別表第３

各号」に改める。 

 第４条第１項中「対して」を「ついて」に、「対し」を「ついて」に改め、同条第２項中「入札参加

資格者であるときは」を「当該入札参加資格停止について責めを負うべきことが明らかになったとき

は」に、「対して」を「ついて」に、「行うことができる」を「行うものとする」に改める。 

 第５条第２項中「別表に定める期間の２倍の期間」を「別表各号に定める期間に２を乗じた期間」

に改め、同項第１号中「別表第２第１号」を「別表第２第２号」に改め、同項第２号中「別表第２第

１号」を「別表第２第２号」に、「課徴金納付命令、」を「課徴金納付命令若しくは」に改め、同項第

３号中「別表第２第１号から第３号まで」を「別表第２第２号又は第３号」に、「第７条の２第６項」

を「第７条の２第７項」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「別表」を「別表各号」に改め、

同項第１号中「入札参加資格者」を「入札参加資格者等」に、「あって」を「あっても」に改め、同項

第２号中「市」を「公正入札調査員会の会議の開催の前に、市」に、「別表」を「別表第２第４号」に

改め、同項に次の１号を加える。 

 （３） 公正入札調査委員会の会議の開催の後に、市に談合事実を報告し、かつ、資料の提供をし

た場合 別表第２第４号に定める期間に４分の１を乗じた期間 

第５条第５項中「市長は」の次に「、前項に規定するもののほか」を加え、「前に」を「決定前に」に、

「別表及び第１項から前項まで」を「別表各号及び第１項から第３項まで」に改め、同条第７項中「別

表」を「別表各号」に、「の２倍の期間」を「に２を乗じた期間」に改め、同条第８項中「逮捕された

者に嫌疑がないとして不起訴になる等当該事案」を「当該入札参加資格停止の原因となった事案」に、

「ときは、当該入札参加資格者に対する」は、「とき（当該入札参加資格停止の措置要件に該当するこ

ととなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいず

れもが責めを負わないことが明らかになった場合に限る。）は、」に改める。 

 第７条第２項中「入札参加資格停止」を「入札参加資格停止等」に改める。 

 第８条の見出し及び同条第１項中「入札参加資格停止等」を「入札参加資格停止」に改め、同条第

２項中「入札参加資格停止措置要件」を「措置要件」に、「措置の始期」を「の始期」に改める。 

 第９条第２項中「の措置」を削る。 

 第１２条中「口頭で警告し、又は」を「口頭で、警告又は」に改める。 

 第１３条を削り、第１４条を第１３条とする。 
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 別表第１を次のように改める。 

別表（第２条、第３条、第５条関係） 

 事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

１ 粗雑な履行  

受注業務の履行に当たり、次に掲げる履行内容に該当し、契約の

相手方として不適当であると認められるとき。 

 

（１） 市発注業務のうち建設工事等業務の履行に当たり、過失に

よりその業務の履行内容を粗雑にしたことが認められるとき。 

６月 

（２） 市発注業務のうち建物管理等業務の履行に当たり、仕様書

等に定められた業務内容に関する不正行為など粗雑な履行が認め

られるとき。 

 

ア 故意による場合 １２月 

イ 過失による場合 ６月 

（３） 市発注業務のうち物品購入等業務の履行に当たり、粗雑品

の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為な

ど粗雑な履行が認められるとき。ただし、かしが軽微であるとき

を除く。 

 

ア 故意による場合 １２月 

イ 過失による場合 ６月 

（４） 市発注業務以外の奈良県内の公共建設工事等業務。ただし、

会計検査院からの指摘を受けた場合に限る。 

３月 

２ 契約違反行為等   

市発注業務の履行に当たり、前号に該当する場合のほか、入札参

加資格者の責めにより次に掲げる事項に該当し、契約の相手方とし

て不適当であると認められるとき。 

  

（１） 契約の解除があったとき。 ６月 

（２） 履行遅滞があったとき。  

ア ２月以上 ３月 

イ １月以上２月未満 ２月 

ウ １月未満 １月 

（３） 市発注業務の履行に当たり、次に掲げる場合において、正

当な理由なく、監督員、検査員その他の市の職員による改善の指

示に従わないとき。 

  

ア 公害防止又は危険防止対策が不良である場合 ３月 

イ 工程管理、資材、器具等の管理又は労務管理が不良である場

合 

１月 

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、業務の履行について改善の必

要があると認められる場合 

１月 

３ 市発注業務に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事

故 

  

市発注業務の履行（建設工事等業務に関して、単に工事現場のみ

に限定するものではなく、資機材、残土等の運搬中及び土捨場、資

材置場等における事故を含む。次号から第６号までにおいて同じ。）

に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆（市発注業

務の関係者（物品購入等業務及び建物管理等業務については、市発

注業務の契約相手の関係者）以外の不特定の一般人をいう。次号に

おいて同じ。）に死亡者若しくは負傷者（治療（専ら治療に専念す

る期間をいい、経過観察期間は含まない。）に１週間を超える期間

の傷害を負った者をいう。以下この号において同じ。）を生じさせ、

又は損害（軽微なものを除く。）を与えたと認められるとき。ただ

し、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転
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により生じた事故等その原因が作業員個人の責めに帰すべきもので

あると認められる場合又は適切に管理されていたと認められる工事

現場等に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等そ

の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合を除く

（次号から第６号までにおいて同じ。）。 

（１） 死亡者を生じさせたとき。 ６月 

（２） 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 ３月 

（３） 火災、水害その他（停電、電話回線切断等）により多大な

損害を生じさせたとき。 

６月 

（注）この号において、市発注業務における事故について、安全

管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原

則として発注者が設計図書等（物品購入等業務については、仕

様書等）により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切

に措置していない場合又は発注者等の調査結果により当該事故

について請負人の責任が明白となった場合とする。 

  

４ 一般受注業務に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害

事故 

  

一般受注業務の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であった

ため、公衆に死亡者若しくは重傷者（治療に４週間を超える期間の

傷害を負った者をいう。以下この号、次号及び第６号において同じ。）

を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき不適切

であったと認められるとき。ただし、原則として当該業務の入札参

加資格者等が逮捕、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２

４６条に基づく検察官への送致（以下「書類送検」という。）若し

くは公訴の提起（以下「起訴」という。）をされた場合又は発注者

の措置、公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、

当該事故についての請負人の責任が明白である場合に限る。 

  

（１） 死亡者を生じさせたとき。   

ア 市内における一般受注業務の場合 ３月 

イ 県内（市を除く。以下同じ。）の区域内における一般受注業

務の場合 

２月 

（２） 市内における一般受注業務において重傷者を生じさせたと

き。 

２月 

（３） 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。   

ア 市内における一般受注業務の場合 ３月 

イ 県内における一般受注業務の場合 ２月 

５ 市発注業務に係る安全管理措置の不適切により生じた関係者事故   

市発注業務の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったた

め、契約相手方の関係者（以下「関係者」という。）に死亡者又は

重傷者を生じさせたと認められるとき。 

  

（１） 死亡者を生じさせたとき。 ２月 

（２） 重傷者を生じさせたとき。 １月 

６ 一般受注業務に係る安全管理措置の不適切により生じた関係者事

故 

  

一般受注業務の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であった

ため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき（別

表第２第７号（４）に該当する場合を除く。）。 

  

（１） 市内又は県内における一般受注業務において死亡者を生じ

させたとき。 

１月 

（２） 市内における一般受注業務において重傷者を生じさせたと

き。 

１月 

７ その他   
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その他奈良県が入札参加停止の措置を講じた場合において、市長

が入札参加資格停止を必要と認めたとき。 

当該認定をした日から

県が行う入札参加停止

の措置が講ぜられてい

る期間の範囲内 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条、第３条、第５条関係） 

 不正行為に基づく措置基準 

措置要件 期間 

１ 贈賄   

入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又

は起訴され、次のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当で

あると認められるとき。 

  

（１） 市の職員に対する贈賄 ２４月 

（２） 県内の公務員に対する贈賄   

ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ２４月 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 １８月 

（３） 県外の公務員に対する贈賄   

ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ２４月 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 １２月 

２ 独占禁止法違反行為による排除措置命令等   

入札参加資格者が次に掲げる契約の履行に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命

令又は審決がなされ、契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

  

（１） 市発注業務及び市内の一般受注業務 １８月 

（２） 県内の一般受注業務 ９月 

（３） 県外の一般受注業務 ６月 

３ 独占禁止法違反行為による逮捕等   

入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し、独占禁止法第

３条又は第８条第１号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送

検され、又は公正取引委員会の告発を受け、契約の相手方として不

適当であると認められるとき。 

  

（１） 市発注業務及び市内の一般受注業務 ２４月 

（２） 県内の一般受注業務 １２月 

（３） 県外の一般受注業務 ６月 

４ 談合等   

入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し、刑法（明治４

０年法律第４５号）第９６条の３（競売等妨害）の被疑事実により

逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は市が当該被疑事

実を確認し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

  

（１） 市発注業務及び市内の一般受注業務 ２４月 

（２） 県内の一般受注業務 ９月 

（３） 県外の一般受注業務 ６月 

５ 建設業法違反行為   

建設工事等業務の履行に関し、入札参加資格者等が建設業法の規

定に違反し、又は違反行為のほう助をしたとして、契約の相手方と

して不適当であると認められるとき。 

  

（１） 建設業法に違反し、逮捕され、書類送検され、又は起訴さ

れたとき。 

  

ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ６月（ほう助は３月） 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 ４月（ほう助は２月） 

（２） 建設業法に違反し、同法による営業停止処分を受けたとき。  
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ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ４月（ほう助は２月） 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 ３月（ほう助は１月） 

（３） 建設業法に違反し、同法による指示処分を受けたとき。   

ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ３月（ほう助は１月） 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 ２月（ほう助は１月） 

６ 虚偽表示   

競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書、随

意契約等の入札を伴わない契約における提出書類又はこれらの添付

書類に虚偽の記載をし、又はこれをほう助したとして、市発注業務

の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

６月（ほう助は３月） 

７ 業務に関する不正又は不誠実な行為   

第１号から前号までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加

資格者等が次のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であ

ると認められるとき。 

  

（１） 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に

関し、暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴され

たとき。 

  

ア 市発注業務及び市内の一般受注業務 １２月 

イ 市外の一般受注業務 ９月 

（２） 使用人が次に掲げる契約の履行に関し、暴力行為を行い、

逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 

  

ア 市発注業務及び市内の一般受注業務 ９月 

イ 市外の一般受注業務 ６月 

（３） 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕され、

書類送検され、又は起訴されたとき。 

６月 

（４） 入札参加資格者等が建設工事等業務関係法令（測量法（昭

和２４年法律第１８８号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）等をいう。）、建物管理等業務関係法令（廃棄物処理及び

清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、警備業法（昭

和４７年法律第１１７号）等をいう。）、物品購入等業務関係法

令（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）等をいう。）、労働者

使用関連法令（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安

全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等をいう。）若しくは環境

保全関連法令（騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）、振動規

制法（昭和５１年法律第６４号）、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）等をいう。）又

は刑法に抵触する重大な法令違反（当該法令違反により逮捕され、

書類送検され若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた

場合等をいい、刑法にあっては、市発注業務の履行に当たり安全

管理措置が不適切であったことによるものに限る。）をしたとき。

  

ア 市内に本店を有する入札参加資格者等 ３月 

イ 市外に本店を有する入札参加資格者等 ２月 

（５） 入札参加資格者等が市の職員が不適正な会計処理（入札参

加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加

資格者に預ける行為又は入札参加資格者に発注、納品その他の会

計処理上の必要な書面に記載された物品と異なる物品を納品させ

る行為）などをいう。）を行っていることを知りながら当該行為

に協力したとき。 

１月以上３月以内 

８ 市発注業務に係る入札執行等に関する不誠実な行為   

（１） 入札参加資格者等が入札に際し、入札心得に違反したとき。２月 

（２） 入札参加資格者等が低入札価格調査、履行体制確認調査等

契約締結前に行われる調査又は書類の提出を、正当な理由なく拒

３月 
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み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき（当該提出書類に

虚偽の記載をした場合を含む。）。 

（３） 入札参加資格者等が入札執行に関し、脅迫的言辞の有無を

問わず秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき。 

６月 

（４） 入札参加資格者等が正当な理由なく落札決定後契約を締結

しなかったとき、又は随意契約（不落における随意契約及びプロ

ポーザル方式を含む。）において、契約締結の準備段階に入った

と認められる場合に、選定された者が正当な理由なく契約を拒否

したとき。 

３月 

９ 債務を滞納する不誠実な行為   

入札参加資格者が市発注業務に係る違約金等の債務を滞納してい

るとき。 

滞納状況が解消される

まで。 

１０ 立入調査に対する不誠実な行為   

入札参加資格者等が入札参加資格の確認若しくは履行状況の確認

の目的で実施する立入調査又は建設業法に基づく立入調査を、正当

な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。 

３月 

１１ 禁錮（こ）以上の刑等の宣告   

入札参加資格者又はその役員等が禁錮（こ）以上の刑に当たる犯

罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮（こ）

以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手

方として不適当であると認められるとき。 

６月 

１２ 経営不振   

入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振

の状態にあり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

  

（１） 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 取引再開が確認される

まで。 

（２） 入札参加資格者が破産法（平成１６年法律第７５号）に基

づく破産手続開始の決定を受けたとき。 

破産手続廃止又は破産

手続終結決定が確認さ

れるまで。 

（３） 入札参加資格者が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続を申し立てたとき。 

再生計画の認可決定の

確定が確認されるま

で。 

（４） 入札参加資格者が会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）

に基づく更生手続を申し立てたとき。 

更生手続開始決定の確

定が確認されるまで。 

１３ その他   

その他奈良県が入札参加停止の措置を講じた場合において、市長

が入札参加資格停止を必要と認めたとき。 

当該認定をした日から

県が行う入札参加停止

の措置が講ぜられてい

る期間の範囲内 

 別表第３第１号中「認めるとき」を「認められるとき（大和高田市が締結する契約からの暴力団関

係業者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第７条に基づく大和高田市が締結する契約からの

暴力団排除に関する合意書（平成２１年８月２８日合意）に定める手続を行い当該事実が確認された

ときをいう。以下同じ。）」に、「９月とし」を「１２月を経過し」に、「認めるまで」を「認められる

まで」に改め、同表第２号中「認める」を「認められる」に改め、同表第３号及び第４号中「認める」

を「認められる」に、「１２月とし」を「１２月を経過し」に改め、同表第５号中「認める」を「認め

られる」に改め、同表第７号中「において指名停止の措置が講ぜられた」を「が入札参加停止の措置

を講じた」に、「必要と認めた場合」を「入札参加資格停止を必要と認めたとき。」に、「指名停止」を

「入札参加資格停止」に改める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 
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告示第告示第告示第告示第１３８１３８１３８１３８号号号号    

平成２２年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２２年１２月９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第４号） 

２ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

４ 平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 平成２２年度大和高田市立病院事業会計補正予算（第１号） 

６ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

７ 平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

８ 平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第１号） 

９ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

１０ 平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

１１ 平成２２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第２号） 

１２ 平成２２年度大和高田市立病院事業会計補正予算（第２号） 

   平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第４号） 

平成２２年度大和高田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７２９，９３７千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２４，２６１，２１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２２年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２，１２８，８０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２２年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１３０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ４，４２０，６５７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

平成２２年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５４０，２９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

平成２２年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，４００千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２４，２５０，８１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８，２１４，２０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 



平成２３年１月１１日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６４号 

 33

平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第１号） 

平成２２年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１３５，５１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２２年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，３１８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２，１１９，４８４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２２年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，４０２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４，４１９，２５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第告示第告示第告示第１３９１３９１３９１３９号号号号    

市道路線認定に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１４８５ 高４８５号線 
西三倉堂二丁目７７２番３先  

西三倉堂二丁目６５０番２６先 

１４８６ 高４８６号線 
西三倉堂二丁目６５１番１５先  

西三倉堂二丁目６５０番２５先 

１４８７ 高４８７号線 
西三倉堂二丁目６５１番１７先  

西三倉堂二丁目６５１番２９先 

１４８８ 高４８８号線 
東中一丁目５０５番５先  

 東中一丁目５０５番９先 

１４８９ 高４８９号線 
東中一丁目１７９番２先  

 東中一丁目１８０番２２先 

１４９０ 高４９０号線 
幸町２３番先  

 幸町２４番先 

１４９１ 高４９１号線 
東三倉堂３７９番１１先  

 東三倉堂３８０番１１先 

１４９２ 高４９２号線 大字田井１２６番２４先  
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大字田井１２６番１４先  

１４９３ 高４９３号線 
東中一丁目３９４番３先  

 東中一丁目３９４番６先 

３１５１ 陵１５１号線 
大字市場５２６番１０先  

 大字市場５２６番５先 

４１１１ 天１１１号線 
大字吉井６１番９先  

大字吉井６１番１６先 

 

告示第告示第告示第告示第１４０１４０１４０１４０号号号号    

市道の区域の決定及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（㍍） 

延長 

（㍍） 
備 考 

高４８５号線 
西三倉堂二丁目７７２番３先から 

西三倉堂二丁目６５０番２６先まで 
6.0～8.0 211.0  

高４８６号線 
西三倉堂二丁目６５１番１５先から 

西三倉堂二丁目６５０番２５先まで 
6.0～8.0 59.6  

高４８７号線 
西三倉堂二丁目６５１番１７先から 

西三倉堂二丁目６５１番２９先まで 
4.0～5.0 34.4  

高４８８号線 
東中一丁目５０５番５先から 

東中一丁目５０５番９先まで 
5.0 45.0 

 

 

高４８９号線 
東中一丁目１７９番２先から 

東中一丁目１８０番２２先まで 
6.0～7.4 131.5 

 

 

高４９０号線 
幸町２３番先から 

幸町２４番先まで 
5.0～9.4 139.2  

高４９１号線 
東三倉堂３７９番１１先から 

東三倉堂３８０番１１先まで 
4.9～8.9 71.6 

 

 

高４９２号線 
大字田井１２６番２４先から 

大字田井１２６番１４先まで 
6.0 233.2 

 

 

高４９３号線 
東中一丁目３９４番３先から 

東中一丁目３９４番６先まで 
5.0～8.0 35.8  

陵１５１号線 
大字市場５２６番１０先から 

大字市場５２６番５先まで 
4.2～7.0 34.3  

天１１１号線 
大字吉井６１番９先から 

大字吉井６１番１６先まで 
6.0～8.0 95.5  

３．供用開始の期日 平成２２年１２月１０日 

 

告示第告示第告示第告示第１４１１４１１４１１４１号号号号    

市道路線変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 
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  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 旧新別 路 線 名 起 点 終 点 
重要な 

経過地 

１０６１ 

旧 

高６１号線 

大和高田市材木町１００８番３先 

大和高田市大字藤森９４番１先 

 

 

 
新 

大和高田市材木町１００８番３先 

大和高田市大字松塚地内葛城川左岸堤防敷地先 

１１３２ 

旧 

高１３２号線 

大和高田市今里２７番２先 

大和高田市大字藤森３９番先 

 

 

 
新 

大和高田市大字今里川合方９８番１先 

大和高田市大字松塚地内葛城川右岸堤防敷地先 

 

告示第告示第告示第告示第１４２１４２１４２１４２号号号号    

市道の区域の変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域の変更を次のよ

うに決定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 変更の区間 

変更前の 

幅員（ｍ） 

変更前の 

延長（ｍ） 

変更後の 

幅員（ｍ） 

変更後の 

延長（ｍ） 

高６１号線 
大和高田市大字材木町１００８番３先から 

大和高田市大字藤森９４番１先まで 

2.20～6.50 1627.9 

2.40～10.80 322.5 

高１３２号線 
大和高田市大字今里川合方９８番１先から 

大和高田市大字藤森３９番先まで 

4.10～11.00 2813.0 

3.90～10.00 1267.2 

 

告示第告示第告示第告示第１４３１４３１４３１４３号号号号    

供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

高６１号線 
大和高田市材木町１００８番３先から 

大和高田市大字松塚地内葛城川左岸堤防敷地先まで 
平成２２年１２月１０日 

高１３２号線 
大和高田市大字今里川合方９８番１先から 

大和高田市大字松塚地内葛城川右岸堤防敷地先まで 
平成２２年１２月１０日 

 

告示第告示第告示第告示第１４４１４４１４４１４４号号号号    

市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 
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 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高５号線 
大字築山８６番４先から 

築山地内高田川左岸堤防敷地先まで 

前 4.5～8.0 33.4 
面積増 

後 5.9～11.8 30.3 

高３５号線 
大字土庫７４２番１先から 

土庫二丁目１３５番先まで 

前 6.5～7.7 17.3 
〃 

後 7.5～8.0 17.3 

高４２号線 
日之出町１４０９番３先から 

日之出町１３４５番６先まで 

前 3.7～6.5 19.7 
〃 

後 4.3～7.2 19.7 

高４８号線 
大字土庫７４２番１先から 

大字藤森１５２番１先まで 

前 2.4～3.7 416.0 
〃 

後 12.0 420.6 

高５０号線 
大字松塚１０４２番６先から 

大字松塚７４７番先まで 

前 2.7～4.4 64.0 
〃 

後 4.2～5.3 64.0 

高６０号線 
大字松塚３６２番１先から 

大字松塚３６０番１先まで 

前 4.6～6.6 22.8 
〃 

後 4.6～8.4 22.8 

高１１６号線 
南本町１９０２番１先から 

内本町１８０７番４先まで 

前 2.6～4.5 9.2 
面積増 

後 4.1～4.5 9.2 

高１９６号線 
東中一丁目５２９番先から 

東中一丁目５０６番先まで 

前 2.2～2.5 31.9 
〃 

後 2.6～2.7 31.9 

高１９９号線 
東中一丁目５０６番先から 

東中一丁目５３２番先まで 

前 2.9～3.5 23.6 
〃 

後 2.9～3.7 23.6 

高２０７号線 
西三倉堂二丁目７３４番１４先から 

西三倉堂二丁目７６７番１先まで 

前 2.9～3.0 8.4 
〃 

後 4.5 8.4 

高２２４号線 
曽大根地内甘田川左岸堤防敷地先から 

大字曽大根２７５番１先まで 

前 4.2～4.6 7.1 
〃 

後 4.8～5.0 7.1 

高２９９号線 
大字土庫１６０番４先から 

土庫地内土庫川左岸堤防敷地先まで 

前 2.9～4.1 199.2 
〃 

後 6.8～12.1 199.2 

高３５４号線 
大字土庫２８５番２先から 

土庫三丁目３０９番５先まで 

前 1.0～5.7 165.9 
面積減 

後 3.8～5.3 167.3 

瀬６号線 
大字藤森１９２番１先から 

大字藤森１９７番１先まで 

前 2.0～3.9 78.5 
面積増 

後 2.2～6.5 81.4 

瀬１０号線 
大字藤森１８９番３先から 

大字藤森１５２番１先まで 

前 4.8～5.1 38.1 
面積増 

後 6.5～6.8 38.1 

瀬１２号線 
大字池尻３１５番１先から 

大字池尻３２３番１先まで 

前 2.2～2.6 23.2 
〃 

後 3.1～3.2 23.2 

瀬１７号線 
大字池尻３８番３先から 

大字池尻３７番２先まで 

前 4.9～6.1 63.8 
面積減 

後 6.5～7.3 63.8 

陵４１号線 
大字岡崎５４番３先から 

大字岡崎５５番先まで 

前 1.5～3.8 35.4 
面積増 

後 2.6～3.7 36.4 

陵８３号線 
大字岡崎５４番３先から 

大字市場７９４番３先まで 

前 3.4～6.0 43.1 
〃 

後 4.5～6.0 43.1 

陵１２７号線 
大字野口４９０番１９先から 

大字野口４９０番２４先まで 

前 4.0 8.2 
面積減 

後 4.0 0.0 
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天３０号線 
大字西坊城２３番２先から 

吉井地内住吉川左岸堤防敷地先まで 

前 6.8～7.0 56.6 
面積増 

後 7.1～8.1 56.6 

天３８号線 
大字西坊城４６９番１先から 

大字西坊城４７１番３先まで 

前 4.0 1.0 
面積減 

後 4.0 0.0 

３．供用開始の期日 平成２２年１２月１０日 

 

告示第告示第告示第告示第１４５１４５１４５１４５号号号号    

 平成２１年告示第１０８号（市道の区域の変更に関する告示）の一部を次のように改正する。なお、

この告示は、告示の日から施行し、平成２１年１２月１０日から適用する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．改正する項目 

「幅員（ｍ）」及び「延長（ｍ）」 

道路の種類 路 線 名 改正新旧別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

市道 瀬１９号線 
旧 2.90～6.70 776.4 

新 2.50～8.10 760.4 

 

告示第告示第告示第告示第１４６１４６１４６１４６号号号号    

 平成２１年告示第１１２号（市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示）の一部を次のように

改正する。なお、この告示は、告示の日から施行し、平成２１年１２月２１日から適用する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．改正する項目 

「幅員（ｍ）」及び「延長（ｍ）」 

道路の種類 路 線 名 改正新旧別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

市道 天２９号線 
旧 6.00 26.8 

新 6.00 31.5 

 

告示第告示第告示第告示第１４７１４７１４７１４７号号号号    

 平成２２年告示第７０号（市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示）の一部を次のように改

正する。なお、この告示は、告示の日から施行し、平成２２年４月１６日から適用する。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．改正する項目 

「幅員（ｍ）」及び「延長（ｍ）」 

道路の種類 路 線 名 改正新旧別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

市道 高２５２号線 
旧 22.0 1014.0 

新 22.0～40.6 866.7 

 

告示第告示第告示第告示第１４９１４９１４９１４９号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２２年１２月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 
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  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２２年１２月２８日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２２年９月２日、同月６日、同月８日、同月１４日、同月１６日、同月２４日、同月２９日 

 

告示第告示第告示第告示第１５０１５０１５０１５０号号号号 

 最終差押予告書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、

送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり

公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付します。 

平成２２年１２月２０日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 差押調書の発送年月日   平成２２年１２月２０日 

２ 送達を受けるべき者    市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１５７１５７１５７１５７号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定に 

より自転車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例

第１０条第１項の規定により告示します。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２２年１２月７日、同月９日、同月１３日、同月１５日、同月１６日、同月２１日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証
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等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第公告第公告第公告第１３８１３８１３８１３８号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大東配水場内建物塗装工事 

２ 工事場所 大和高田市大東配水場内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年２月２８日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の防水・塗装工事に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

公公公公    告告告告    
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参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前９時３０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

￥１，７８０，０００円（消費税等抜き） 
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較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３９１３９１３９１３９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（１） 

２ 業務場所 大和高田市築山地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設 部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）



平成２３年１月１１日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６４号 

 45

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設 部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，１５０，０００円（消費税等抜き） 
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１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４０１４０１４０１４０号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（２） 

２ 業務場所 大和高田市池田外地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 
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（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，３２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 
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１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４１１４１１４１１４１号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（３） 

２ 業務場所 大和高田市礒野南町外地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時２０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，２２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４２１４２１４２１４２号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（４） 

２ 業務場所 大和高田市田井新町地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時３０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，６１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４３１４３１４３１４３号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（５） 

２ 業務場所 大和高田市甘田町・曽大根２丁目地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札

説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時４０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，３７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４４１４４１４４１４４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 公共下水道事業に伴う測量（６） 

２ 業務場所 大和高田市礒野新町・春日町２丁目地内 

３ 履行期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の測量業務に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１４日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月１４日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１

７日（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１０日（金）から平成２２年１２月１７日

（金）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年１２月２１日（火）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年１２月２２日（水）午前１０時５０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥２，４００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４５１４５１４５１４５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 全国瞬時警報システム設置工事 

２ 工事場所 大和高田市役所内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年２月２８日（月） 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の諸機器（通信機器）に

登録している者であること。 

（２）（財）日本情報処理開発協会認定の「プライバシーマーク（Ｐマーク）」取得

者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）資料として、５（２）の要件を満たすことを証する許諾書の写しを同時に提

出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２７日

（月）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月２８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２３年１月７日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市 環境建設部 契約監理室  

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年１月１１日（火）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２３年１月１３日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１１ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年１月１４日（金）午前１１時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１４ 落札者

の決定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者

とします。 

入札は、１回とします。開札の結果、各参加者の入札の全てが予定価格の制限の

範囲内での価格での入札とならなかったときは、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定に基づき、随意契約に移行します。

この場合の見積書の徴取は、２回までとし、入札時に最低の価格を入札した業者と

次順位の業者の２者のみで行い、予定価格の範囲内で最低の見積価格を提示した業

者を契約申込者とします。 
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１５ 契約保

証金 

免除します。 

１６ 最低制

限価格 

設定しません。 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４６１４６１４６１４６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 有料ごみ袋保管庫設置工事 

２ 工事場所 大和高田市クリーンセンター内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２１日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 
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確認通知 （１）郵送日   平成２２年１２月２２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２

１日（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２７日

（月）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２８日（火）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年１月６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年１月７日（金）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制 ￥６，４５０，０００円（消費税等抜き） 
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限基準比

較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４７１４７１４７１４７号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 浮孔西小学校プールサイド改修工事 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２１日

（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年１２月２２日（水） 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２

１日（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所    大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年１２月１７日（金）から平成２２年１２月２７日

（月）まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年１２月２８日（火）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年１月６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年１月７日（金）午前１０時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

￥１，８３０，０００円（消費税等抜き） 
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較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公公公公告第告第告第告第１４８１４８１４８１４８号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 （仮称）土庫認定こども園新築工事 

２ 工事場所 大和高田市土庫１丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものとし、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

１．大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に登録されてい

る者であること。 

２．代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（１）代表者 

（ア）本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の

規定による経営規模等審査結果通知書に記載されている営業所をいう。以下

同じ。）を奈良県内に有すること。 

（イ）奈良県における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が９５０点以上であるこ

と。 

（エ）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２３年３月１９日の時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を

当該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立

するため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者とする。） 

（２）構成員 

（ア）本店を大和高田市内に有すること。 

（イ）大和高田市における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する主任

技術者（平成２３年３月１９日の時点において継続して３月以上の雇用関係

にある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議

決により成立するため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる

者とする。） 

３．代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分３以上とす

る。 

４．地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

５．大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資

格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 
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６．大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年

告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）特定建設工事共同企業体協定書を提出してください。 

（３）直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出してくだ

さい。 

（４）上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）については、配置予定技術

者の資格を有することを証する書類及び監理技術者講習修了証の写しを、また、

同（２）（ウ）については、配置予定技術者の資格を有することを証する書類の写

しを提出してください。 

（５）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（６）受付期間   平成２３年１月１１日（火）から平成２３年１月１７日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（７）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（８）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、代表者に郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年１月１８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間   平成２３年１月１１日（火）から平成２３年１月１７日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕

様書）は開札後回収します。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年１月１７日（月）から平成２３年１月２１日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期日   平成２３年１月２５日（火）午後５時まで 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月１日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月２日（水）午前１１時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者

とします。 

１６ 本契約

の成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決があ

るまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設業

者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契約を

締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

１７ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１８ 最低制

限価格 

設定しません。 

１９ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４９１４９１４９１４９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市立浮孔小学校耐震改修工事（西館棟Ｎｏ.１２） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１０月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加 本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものとし、
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資格要件 次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

１．大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に登録されてい

る者であること。 

２．代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（１）代表者 

（ア）本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の

規定による経営規模等審査結果通知書に記載されている営業所をいう。以下

同じ。）を奈良県内に有すること。 

（イ）奈良県における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が９５０点以上であるこ

と。 

（エ）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を当

該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立す

るため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者とする。） 

（２）構成員 

（ア）本店を大和高田市内に有すること。 

（イ）大和高田市における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する主任

技術者（平成２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係に

ある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決

により成立するため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者

とする。） 

３．代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分３以上とす

る。 

４．地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

５．大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資

格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

６．大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年

告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）特定建設工事共同企業体協定書を提出してください。 

（３）直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出してくだ

さい。 

（４）上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）については、配置予定技術

者の資格を有することを証する書類及び監理技術者講習修了証の写しを、また、

同（２）（ウ）については、配置予定技術者の資格を有することを証する書類の写

しを提出してください。 

（５）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（６）受付期間   平成２３年１月１１日（火）から平成２３年１月２０日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（７）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（８）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、代表者に郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕

様書）は開札後回収します。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日   平成２３年１月２５日（火） 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期日   平成２３年２月２日（水） 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 耐震改

修計画判定

書の閲覧 

耐震改修計画判定書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧期日   平成２３年１月２１日（金） 

（２）閲覧時間   午前９時００分から午後５時まで。ただし、受付は午後３時

までとします。 

（３）閲覧場所   大和高田市 教育委員会 教育総務課 会議室 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２３年２月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月９日（水）午後１時３０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 
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１６ 落札候

補者の決

定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において入札を行った者とし、低価を示した

者を優先します。 

１７ 事後審

査 

落札候補者の優先順位により上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）及

び同（２）（ウ）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

１８ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１９ 本契約

の成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決があ

るまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設業

者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契約を

締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

２０ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

２１ 最低制

限価格 

設定しません。 

２２ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２４ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１５０１５０１５０１５０号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市立片塩小学校耐震改修工事（北館棟Ｎｏ.１２）・（屋内体育館棟Ｎｏ.１

３） 

２ 工事場所 大和高田市旭北町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１０月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものとし、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

１．大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に登録されてい

る者であること。 

２．代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（１）代表者 

（ア）本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の

規定による経営規模等審査結果通知書に記載されている営業所をいう。以下

同じ。）を奈良県内に有すること。 

（イ）奈良県における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が９５０点以上であるこ

と。 
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（エ）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を当

該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立す

るため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者とする。） 

（２）構成員 

（ア）本店を大和高田市内に有すること。 

（イ）大和高田市における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する主任

技術者（平成２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係に

ある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決

により成立するため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者

とする。） 

３．代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分３以上とす

る。 

４．地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

５．大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資

格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

６．大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年

告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）特定建設工事共同企業体協定書を提出してください。 

（３）直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出してくだ

さい。 

（４）上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）については、配置予定技術

者の資格を有することを証する書類及び監理技術者講習修了証の写しを、また、

同（２）（ウ）については、配置予定技術者の資格を有することを証する書類の写

しを提出してください。 

（５）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（６）受付期間   平成２３年１月１１日（火）から平成２３年１月２０日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（７）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（８）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、代表者に郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 
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大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕

様書）は開札後回収します。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日   平成２３年１月２５日（火） 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期日   平成２３年２月２日（水） 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 耐震改

修計画判

定書の閲

覧 

耐震改修計画判定書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧期日   平成２３年１月２１日（金） 

（２）閲覧時間   午前９時００分から午後５時まで。ただし、受付は午後３時

までとします。 

（３）閲覧場所   大和高田市教育委員会 教育総務課 会議室 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月９日（水）午後１時５０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札候

補者の決

定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において入札を行った者とし、低価を示した

者を優先します。 

１７ 事後審

査 

落札候補者の優先順位により上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）及

び同（２）（ウ）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

１８ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 
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１９ 本契約

の成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決があ

るまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設業

者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契約を

締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

２０ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

２１ 最低制

限価格 

設定しません。 

２２ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２４ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１５１１５１１５１１５１号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

  平成２２年１２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市立片塩中学校耐震改修工事（東館棟Ｎｏ.２７）・（南館棟Ｎｏ.１７） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１０月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものとし、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

１．大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に登録されてい

る者であること。 

２．代表者及び構成員は次の要件をすべて満たしている者とする。 

（１）代表者 

（ア）本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の

規定による経営規模等審査結果通知書に記載されている営業所をいう。以下

同じ。）を奈良県内に有すること。 

（イ）奈良県における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が９５０点以上であるこ

と。 

（エ）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を当

該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決により成立す

るため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者とする。） 

（２）構成員 

（ア）本店を大和高田市内に有すること。 

（イ）大和高田市における建築一式工事の格付け等級はＡ級であること。 

（ウ）一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する主任

技術者（平成２３年３月１９日時点において継続して３月以上の雇用関係に

ある者）を当該工事に専任で配置できること。（本工事の契約は、議会の議決
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により成立するため、専任技術者は平成２３年３月１９日から配置できる者

とする。） 

３．代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分３以上とす

る。 

４．地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

５．大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資

格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

６．大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５年

告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）特定建設工事共同企業体協定書を提出してください。 

（３）直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出してくだ

さい。 

（４）上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）については、配置予定技術

者の資格を有することを証する書類及び監理技術者講習修了証の写しを、また、

同（２）（ウ）については、配置予定技術者の資格を有することを証する書類の写

しを提出してください。 

（５）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（６）受付期間   平成２３年１月１１日（火）から平成２３年１月２０日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（７）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（８）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、代表者に郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期日   平成２３年１月２０日（木） 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕

様書）は開札後回収します。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期日   平成２３年１月２５日（火） 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期日   平成２３年２月２日（水） 
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回答は、本件工事入札参加資格を認めた者すべてに行います。 

１０ 耐震改

修計画判定

書の閲覧 

耐震改修計画判定書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧期日   平成２３年１月２１日（金） 

（２）閲覧時間   午前９時００分から午後５時まで。ただし、受付は午後３時

までとします。 

（３）閲覧場所   大和高田市教育委員会 教育総務課 会議室 

１１ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。 

１４ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月９日（水）午後２時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札候

補者の決

定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において入札を行った者とし、低価を示した

者を優先します。 

１７ 事後審

査 

落札候補者の優先順位により上記「５ 入札参加資格要件」の２．（１）（エ）及

び同（２）（ウ）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

１８ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１９ 本契約

の成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決があ

るまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設業

者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契約を

締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

２０ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

２１ 最低制

限価格 

設定しません。 

２２ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２４ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第２２２２号号号号    

 大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則を別紙のように定める。 

  平成２２年１２月１６日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立幼稚園規則（昭和４３年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （平成２３年度における入園資格の特例） 

３ 第３条ただし書に規定する高田幼稚園に入園を希望する満３歳の幼児で、定員の超過により高田

幼稚園に入園することができなかったものは、同条本文の規定にかかわらず、平成２３年度に限り、

土庫幼稚園に入園することができるものとする。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第２１２１２１２１号号号号    

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２２年１２月９日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２２年１２月１５日（水）午後２時００分 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４２４２４２４２号号号号    

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４

の規定により、平成２１年１２月１日から平成２２年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄

本閲覧の状況を別紙のとおり公表する。 

  平成２２年１２月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 清 一   

 別紙は省略（市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４３４３４３４３号号号号    

 平成２２年１２月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２２年１２月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

  委員長 西 清 一   

   ３分の１の数  １９，２２４人 

   ６分の１の数   ９，６１２人 

  ５０分の１の数   １，１５４人 

 

 

 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第１１１１号号号号    

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２３年１月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名        代表者名    所在地 

株式会社 吉川設備  吉川 洋二   奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘３丁目７－１ 

公営企業公営企業公営企業公営企業    


